
育
児
学
級

●
離
乳
食
編
　
対
生
後
４
カ
月
〜

６
カ
月
ご
ろ
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保

護
者
　
日
所
①
４
月
22
日（
金
）

＝
川
中
公
民
館
、
②
５
月
11
日

（
水
）＝
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー
、
③
５
月

20
日（
金
）＝
長
府
東
公
民
館　
▽
各
回

午
前
10
時
30
分
〜
11
時
45
分
　
料
100
円

●
子
育
て
編
　
対
生
後
８
カ
月
〜

１
歳
ご
ろ
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保
護

者
　
日
所
④
５
月
23
日（
月
）午
前
10
時
〜

11
時
30
分
＝
新
下
関
保
健
セ
ン
タ
ー

共
定
各
20
組
　
共
申
電
話
で
、
①
４
月

４
日（
月
）か
ら
、
④
４
月
25
日（
月
）か

ら
新
下
関
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
263−

６
２

２
２
）、
②
４
月
11
日（
月
）か
ら
唐
戸
保

健
セ
ン
タ
ー（
☎
231−

１
２
３
３
）、
③
４

月
20
日（
水
）か
ら
山
陽
保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
246−

３
８
８
５
）へ
。

問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
231−

１
４
４
７
）

特
定
不
妊
治
療
の
助
成
対
象
範
囲
と

助
成
額
に
一
部
変
更
が
あ
り
ま
す

対
市
内
在
住
で
、
平
成
28
年
４
月
以
降

に
不
妊
治
療
を
受
け
る
戸
籍
上
の
夫
婦

（
夫
婦
合
算
の
前
年
度
の
所
得
金
額《
控

除
後
》が
730
万
円
未
満
の
場
合
）

●
特
定
不
妊
治
療
費（
健
康
保
険
適
用
外

の
体
外
受
精
・
顕
微
授
精
）助
成
対
象
範

囲
＝
▽
妻
の
年
齢
が
43
歳
以
上
の
場
合
、

助
成
対
象
外　
▽
初
め
て
助
成
を
受
け

る
際
の
治
療
開
始
時
の
妻
の
年
齢
が
40

歳
以
上
43
歳
未
満
の
方
＝
通
算
助
成
回

数
は
３
回
ま
で　
▽
初
め
て
助
成
を
受

け
る
際
の
治
療
開
始
時
の
妻
の
年
齢
が

40
歳
未
満
の
場
合
＝
通
算
助
成
回
数
は

６
回
ま
で　
▽
通
算
助
成
期
間
、
年
間

助
成
回
数
の
制
限
は
廃
止
。
平
成
27
年

度
ま
で
に
助
成
を
受
け
た
回
数
も
通
算

さ
れ
ま
す
。

●
特
定
不
妊
治
療
費（
健
康
保
険
適
用
外

の
体
外
受
精
・
顕
微
授
精
）助
成
額
＝
▽

初
め
て
助
成
事
業
を
申
請
す
る
夫
婦
に

対
す
る
助
成
額
を
、
初
回
の
治
療
に
限

り
上
限
15
万
円
か
ら
上
限
30
万
円
ま
で

に
増
額（
治
療
ス
テ
ー
ジ「
Ｃ
」「
Ｆ
」除
く
）

▽
特
定
不
妊
治
療
に
至
る
過
程
の
一
環

と
し
て
、
精
子
を
精
巣
か
精
巣
上
体
か

ら
採
取
す
る
た
め
の
手
術（
男
性
不
妊
治

療
）を
行
っ
た
場
合
に
、
上
限
15
万
円
ま

で
助
成（
治
療
ス
テ
ー
ジ「
Ｃ
」を
除
く
）。

こ
れ
ま
で
に
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事

業
で
助
成
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
方
は
、

現
行
制
度
と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

●
一
般
不
妊
治
療
費（
健
康
保
険
適
用
の

自
己
負
担
分
）、
助
成
制
度
・
人
工
授
精

費（
健
康
保
険
適
用
外
）助
成
制
度
＝
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

共
申
平
成
29
年
３
月
31
日（
金
）ま
で
に
、

成
人
保
健
課
、
菊
川
・
豊
田
・
豊
浦
・

豊
北
・
彦
島
・
山
陽
・
新
下
関
の
各
保

健
セ
ン
タ
ー
へ
。
※
詳
細
は
成
人
保
健

課
に
問
い
合
わ
せ
を

問
成
人
保
健
課（
☎
231−

１
４
４
６
）

里
帰
り
な
ど
に
よ
る
県
外
で
の

定
期
予
防
接
種
に
つ
い
て

　
里
帰
り
な
ど
で
県
内
の
医
療
機
関
で

定
期
予
防
接
種（
子
ど
も
の
予
防
接
種
に

限
る
）を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
方
で
、

４
月
１
日
以
降
、
県
外
の
医
療
機
関
で

定
期
予
防
接
種
を
受
け
た
場
合
に
、
接

種
費
用
の
一
部
か
全
部
の
償
還
払
い
を

行
い
ま
す（
上
限
あ
り
）。
※
予
防
接
種

実
施
依
頼
書
を
発
行
し
た
も
の
に
限
り

ま
す（
発
行
は
２
週
間
程
度
か
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す
）※
事
前
に
こ
ど
も
保
健
課

に
連
絡
を
　
持
母
子
健
康
手
帳

問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
231−

１
４
４
７
）

予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
下
表
の
通
り
、
予
防
接
種

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
掛
か

り
つ
け
医
と
よ
く
相
談
し
、

計
画
的
に
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

接
種
を
受
け
る
際
は
、
必
ず
事
前
に
各

医
療
機
関
に
電
話
で
予
約
を
。

期
４
月
１
日
〜
平
成
29
年
３
月
31
日
　

持
母
子
健
康
手
帳

問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
231−

１
４
４
７
）

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

1
大
腸
が
ん
検
診（
年
度
内
１
回
受
診
可
）

＝
対
市
内
在
住
の
満
40
歳
以
上
の
方
　

内
検
便（
便
潜
血
検
査
）
　
料
300
円
　
申

各
協
力
医
療
機
関
、
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
231−

１
２
３
３
）、
新
下
関
保
健
セ
ン

タ
ー（
☎
263−

６
２
２
２
）、
山
陽
保
健
セ

ン
タ
ー（
☎
246−

３
８
８
５
）、
彦
島
保
健

セ
ン
タ
ー（
☎
266−

０
１
１
１
）へ
。

2
胃
が
ん
検
診（
年
度
内
１
回
受
診
可
）

＝
対
市
内
在
住
の
満
40
歳
以
上
の
方　

内
▽
協
力
医
療
機
関
＝
胃
部
エ
ッ
ク
ス

線
検
査（
直
接
撮
影
）か
胃
部
内
視
鏡
検

査
を
選
択
　
料
２
４
０
０
円
　
申
各
協

力
医
療
機
関
へ
。

3
子
宮
が
ん
検
診（
年
度
内
１
回
受
診
可
）

＝
対
市
内
在
住
の
満
20
歳
以
上
の
女
性

内
内
診
、
細
胞
診（
け
い
部
の
み
か
、
け

い
部
・
体
部
）※
体
部
は
医
師
が
必
要
と

判
断
し
た
場
合
　
料
け
い
部
の
み
＝
１

２
０
０
円
、
け
い
部
・
体
部
＝
２
０
０

０
円
　
申
各
協
力
医
療
機
関
へ
。

4
乳
が
ん
検
診
＝
対
市
内
在
住
で
満
40

歳
以
上
の
偶
数
年
齢
の
女
性
　
内
視
診
、

触
診
、
乳
房
エ
ッ
ク
ス
線
検
査（
マ
ン
モ

グ
ラ
フ
ィ
検
査
）　
料
１
７
０
０
円
　
申

各
協
力
医
療
機
関
へ
。

5
若
年
基
本
健
康
診
査（
年
度
内
１
回
受

診
可
）＝
対
市
内
在
住
の
満
18
歳
〜
39
歳

の
方　
※
昭
和
51
年
４
月
１
日
〜
昭
和

52
年
３
月
31
日
に
生
ま
れ
た
方
は
特
定

健
診
の
対
象
の
た
め
除
く
　
日
４
月
11
・

25
日
、
５
月
９
日
の
午
前
９
時
30
分
〜

10
時
30
分
　
所
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー　

内
診
察
、
身
体
計
測
、
血
圧
測
定
、
尿

検
査
、
血
液
検
査（
貧
血
・
肝
機
能
・
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル
・
腎
機
能
・
糖
尿
病
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
）
　
定
20
人（
予
約

制
）　
料
１
２
０
０
円
　
申
前
週
の
金
曜

日
ま
で
に
成
人
保
健
課
へ
。

6
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
＝
対
市
内
在
住

●定期予防接種実施予定表●
ワクチンの種類 回数 対　象　者

四種混合
百　日　咳
ジフテリア
破　傷　風
ポ　リ　オ

１期
初回接種 ３回 生後３カ月から90カ月未満

追加接種 １回 生後３カ月から90カ月未満

二種混合
ジフテリア
破　傷　風

２期 １回 11歳から13歳未満

麻しん・風しん
（混合ワクチンか
単抗原ワクチン）

１期 １回 生後12カ月から24カ月未満

２期 １回 ５歳以上７歳未満で
小学校就学前の１年にある者

日本脳炎※
１期

初回接種 ２回 生後６カ月から90カ月未満
追加接種 １回 生後６カ月から90カ月未満

２期 １回 ９歳から13歳未満
ＢＣＧ １回 １歳未満
ヒブ 開始年齢

によって
回数が異

なる
生後２カ月から５歳未満

小児用肺炎球菌
水痘 ２回 生後12カ月から36カ月未満

（注）子宮頸がん予防ワクチンについては、現在、積極的勧奨を差し控えています。
　　当該ワクチンは定期予防接種に含まれるため、接種は可能ですが、希望される場合は有

効性とリスクについて主治医と相談してください。
※…積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方のうち、平成７年４月２日〜平成19

年４月１日までの間に生まれた方で、接種日時点で20歳未満の方も対象

（　    　）
（　    　）
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育児・健康相談（４月）
日下表の通り　内 ▽相談担当者＝保健師
など　※育児相談は母子健康手帳を持参
問育児相談＝こども保健課（☎231-1447）、
健康相談＝成人保健課（☎231-1935）

育…育児相談　健…健康相談

場　　所 日 曜
内　容
10：00

〜
12：00

豊 北 保 健 セ ン タ ー 8 金 育

六連島漁村センター 8 金 健

豊田子育て支援センター 12 火 育

新下関保健センター 18 月 育
10:00〜11:30 

菊 川 保 健 セ ン タ ー 20 水 育

山 陽 保 健 セ ン タ ー 22 金 育

豊 浦 保 健 セ ン タ ー 22 金 育

の
満
20
・
25
・
30
・
35
・
40
・
45
・
50
・

55
・
60
・
65
・
70
歳
の
女
性
　
日
４
月

11
・
25
日
、
５
月
９
日
の
午
前
９
時
30

分
〜
10
時
30
分
　
所
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー

内
問
診
、骨
量
測
定
　
定
15
人（
予
約
制
）

料
300
円
　
申
前
週
の
金
曜
日
ま
で
に
成

人
保
健
課
へ
。

7
肺
が
ん
検
診（
た
ん
の
検
査
）＝
対
市

内
在
住
の
満
50
歳
以
上
で
た
ば
こ
を
多

く
吸
う
方
　
料
500
円
　
日
13
㌻
の
胸
部

健
康
診
断
の
日
時
参
照
　
申
直
接
会
場
で
。

●
自
己
負
担
金
免
除
制
度

　
大
腸
が
ん
・
胃
が
ん
・
肺
が
ん
・
子

宮
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
の
対
象
者
で
、

次
の
①
〜
④
に
該
当
の
方
は
、
無
料
で

受
診
で
き
ま
す
。

対
持
①
70
歳
以
上
の
方（
乳
が
ん
検
診
は

受
診
時
に
偶
数
年
齢
の
方
）＝
年
齢
が
確

認
で
き
る
物　
②
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
＝
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証　
③
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方
＝
生

活
保
護
受
給
者
証　
④
市
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
＝
世
帯
の
非
課
税
証
明
書
か

成
人
保
健
課
発
行
書
類（
事
前
に
成
人
保

健
課
へ
申
請
が
必
要
）

問
成
人
保
健
課（
☎
231−

１
９
３
５
）

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

（
各
総
合
支
所
管
内
）

　
生
後
90
日
を
経
過
し
た

犬
の
飼
い
主
は
、
室
内
・

室
外
飼
育
に
関
係
な
く
、

登
録（
犬
の
生
涯
に
１
回
）と
年
１
回
、

狂
犬
病
予
防
注
射
を
犬
に
接
種
さ
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
犬
を
押
さ
え
ら

れ
る
方
が
連
れ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

日
▽
菊
川
町
＝
４
月
18
日
〜
20
日　
▽

豊
田
町
＝
４
月
13
日
〜
15
日　
▽
豊
浦

町
＝
５
月
10
日
〜
12
日　
▽
豊
北
町
＝

４
月
21
日
〜
23
日　
※
各
会
場
・
時
間

は
手
元
に
届
く
通
知
は
が
き
か
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
　
料
▽
注
射
料
金

（
１
頭
）２
４
０
０
円　
▽
注
射
済
票
交

付
手
数
料（
１
頭
）550
円　
▽
登
録
手
数

料（
１
頭
）３
０
０
０
円（
未
登
録
の
犬
の

み
）※
集
合
注
射
の
期
間
中
は
、
市
と
協

定
を
締
結
し
て
い
る
動
物
病
院
で
も
同

じ
金
額
で
手
続
き
可
。
事
前
に
各
動
物

病
院
に
問
い
合
わ
せ
を
　
持
集
合
注
射

通
知
は
が
き　
※
市
外
か
ら
下
関
市
へ

転
入
す
る
場
合
、
前
の
自
治
体
の
鑑
札

が
必
要（
な
い
場
合
は
再
交
付
手
数
料
と

し
て
１
６
０
０
円
必
要
）

●
次
の
場
合
、
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
を

▽
飼
犬
の
死
亡
・
行
方
不
明　
▽
飼
主

の
変
更
・
住
所
変
更　
※
上
記
以
外
は
、

各
総
合
支
所
に
問
い
合
わ
せ
を

問
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー（
☎
263−

１

１
２
５
）、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課　

▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
４
）、
▽
豊
田（
☎

766−

２
１
８
７
）、
▽
豊
浦（
☎
772−

４
０

１
７
）、
▽
豊
北（
☎
782−

１
９
２
５
）

知
っ
て
い
ま
す
か

「
障
害
者
差
別
解
消
法
」

　
障
害
を
理
由
と
す
る

差
別
を
な
く
し
て
い
く

た
め
、
平
成
28
年
４
月

１
日
か
ら
障
害
者
差
別
解
消
法
が
施
行

さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
法
律
で
は
、
行
政
機
関
な
ど
は

も
と
よ
り
、
個
人
事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な

ど
も
含
む
民
間
事
業
者
は
、
障
害
を
理

由
と
し
て
、
正
当
な
理
由
な
く
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
拒
否
し
た
り
、
制
限
し
た

り
、
条
件
を
付
け
た
り
な
ど
の
不
当
な

差
別
扱
い
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

福
祉
・医
療

障
害
の
あ
る
方
か
ら
何
ら
か
の
配
慮
を

求
め
る
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
負
担
に
な
り
過
ぎ
な
い
範
囲
で
、

社
会
的
障
壁
を
取
り
除
く
た
め
に
必
要

か
つ
合
理
的
な
配
慮
を
行
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
各
関
係
行
政
機
関
が
適

切
に
対
応
す
る
た
め
の
対
応
指
針
を
公

表
し
て
い
ま
す
の
で
、
民
間
事
業
者
の

方
は
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
応
指
針
に
関
す
る
内
閣
府
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
＝（http://www8.cao.go.jp/

shougai/suishin/sabekai/taioshishin.
htm

l

）

●
相
談
窓
口
の
設
置

　
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
に
関
す
る
相
談
窓
口
を

設
置
し
ま
し
た
の
で
、
困

っ
た
と
き
は
、
下
関
市
基

幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー（
下
関
市
障
害
者

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
／
☎
231−

１
９
５
９

6
228−

３
２
１
２
）へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
受
付
時
間
＝
平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

問
障
害
者
支
援
課（
☎
227−

４
１
９
９
）

身
体
障
害
者
手
帳
の
認
定
基
準
が

変
わ
り
ま
す

　
４
月
か
ら
、
肝
臓
・
呼
吸
器
・
免
疫

機
能
障
害
の
認
定
基
準
等
が
一
部
変
わ

り
ま
す
。
※
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で

に
作
成
さ
れ
た
診
断
書
・
意
見
書
は
、

従
前
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
障
害
者
支

援
課
で
確
認
を

問
障
害
者
支
援
課（
☎
231−

１
９
１
７
）

介
護
予
防
教
室

　
い
つ
ま
で
も
い
き
い

き
と
し
た
生
活
が
送
れ

る
よ
う
介
護
予
防
を
目

的
と
し
た
体
操
や
運
動

を
行
い
ま
す
。
※
１
人

１
教
室
ま
で

対
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
で
医
師
な
ど

か
ら
運
動
を
制
限
さ
れ
て
い
な
い
方
　

内
左
表
の
通
り

【５月開始分】
教室名・会場（全12回程度） 曜日・時間 申込先 申込期限 定員
本庁西部地域包括
支援センター

毎週金曜日
10:00〜11:30

本庁西部地域包括支援
センター（☎250-8521） ４月20日（水）

20人

〜

25人

長府公民館 水曜日（隔週）
10:00〜11:30 長府地域包括支援

センター（☎227-3151） ４月25日（月）
長府東公民館 木曜日（隔週）

10:00〜11:30

清末公民館 火曜日（隔週）
10:00〜11:30

東部地域包括支援
センター（☎249-2015） ４月22日（金）

はまゆう苑地域交流ホーム
（横野町）

毎週火曜日
9:30〜11:00

安岡・吉見地域包括支援
センター（☎249-5015） ４月28日（木）

※６月以降の開始は、５月以降の市報で順次お知らせします

問
長
寿
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

対…対象　日…日時　期…期間　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先マークの見方平成28年４月号15

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

五
　
校


